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   評価委員には、事前に機関評価説明資料を送付し、評価委員会は機関概要の担当職員によるプレゼンテー

ションの後に質疑等を実施する形式で進め、後日委員に評価調書をご提出いただきました。 

評価項目の資料は、機関評価説明資料と委員からの評価調書をとりまとめたもので、評価委員の総合評価

基準は下記のとおりとなっています。 

  

記 

 

 １ 総合評価の基準 

評価委員には機関評価について、次のＡ～Ｃの評価基準による総合評価していただき、あわせて自由記載

で記述評価をいただいております。 

 Ａ Ｂ Ｃ 

【評価】 適 当 要改善 不適当 

 

 

 

 


